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令和４年度 社会福祉法人裾野市社会福祉協議会事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

 

つながりを大切に みんなが支え合い 

安心して暮らせるまち すその 

 
 

コロナ禍において、社会福祉の実践現場は様々な課題に直面しています。感

染拡大にともなう雇用や労働問題に起因する生活困窮の拡大、福祉サービスの

利用制限、地域活動の自粛、感染拡大の予防とサービス提供の両立を求められ

る福祉施設の運営、地域での感染者等への差別や排除など、様々な事象が表面

化し、現場において試行錯誤の取り組みがなされてきました。 

サロン活動においても今までのように、住民が集うことができなくなりまし

た。そのような中でも、新たな取り組みとして、高校生が電話や手紙で高齢者

とつながる「声のちからプロジェクト」や You Tube での「コロナ疲れに効く

動画」配信などの企画を打ち出しました。 

コロナ禍によりテレワークやネット会議など、我々の日常生活にも変化が生

じています。With コロナとして新たな生活様式に対応する地域福祉のあり方

も継続して研究してまいります。  

また、第５次地域福祉活動計画策定のため、作業委員の方々の協力により計

画の成案を得たことは大変喜ばしく、感謝いたしております。 

我々、裾野市社協は、本計画の基本理念である「つながりを大切に、みんな

が支え合い、安心して暮らせるまち、すその」にのっとり、地域住民および福

祉組織・関係者の協働により地域生活課題の解決に取り組み、だれもが支え合

いながら安心して暮らすことができる「地域共生社会」の構築に向け、今後も

活動を続けます。 
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Ⅱ 重点施策  

 

1 地域づくり 

困りごとを抱えたまま社会から切り離されている人や世帯、地域の中で排

除されている世帯を「気にかけられる」地域づくり、地域ならではの温かい

支援活動ができる地域になるように取り組みます。 

 （１）「かかわること」を第一に、当事者の課題を発見します。 

 （２）困難な状況を抱える子供の成長を地域が応援する働きかけをします。 

 （３）心配事の予防、社会参加の支援をします。 

 （４）住民の善意に呼びかけ。善意を活かす活動に取り組みます。 

 

 

 

２ 総合相談 

 社協は「まるごと相談どころ」、困りごとの相談は、本人からも支援者か

らも入ってきます。社協に入った相談は全力でいったん受け止めて整理しま

す。相談から福祉課題を整理し、住民や関係者に呼びかけ解決を進めます。 

 

 

 

３ ネットワーク 

関係する機関の専門職同士が本人を真ん中において協力できるよう、日頃

からの関係づくりを行います。また、連絡調整役を担います。 

 相談への対応はオール社協で話し合い、動きます。 

 専門機関だけのネットワークではなく、地域の支援者ともつながる場を作

ります。 
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Ⅲ 事業計画 

 

１ 地域福祉活動事業 

 各種福祉団体と連携し、様々な制度、事業を利用して必要な支援を行い、総合

的な地域福祉活動を展開します。 

（1）広報活動事業（「すその社協だより」情報誌「ぼらんてぃあ」発行、Facebook,HP） 

（2）社会福祉大会事業（功労者顕彰、福祉講演会 7/16） 

（3）福祉団体事業（民児協、身障者福祉会、精神障害者団体への助成） 

（4）生活福祉資金貸付事業（緊急小口、教育支援資金など） 

（5）ボランティア推進事業（ボランティア養成、交流会、ボラ連支援、災害ＶＣ） 

（6）日常生活自立支援事業（判断能力不十分者の金銭管理、福祉サービス利用援助） 

（7）住民参加型在宅福祉サービス事業（会員制の支え会い「お互いさまサービス」） 

（8）フードドライブ事業（生活困窮世帯への食品寄贈事業） 

（9）子供の居場所応援隊事業（生活困窮世帯児童の夏休み学習等思い出作り事業） 

（10）みんなの家事業（こども食堂 or 配食―月 2 回） 

 

2 在宅福祉活動事業 

 高齢者や障害者が在宅で安心して暮らすことができるよう、生活支援を行い

ます。 

（1）障害者福祉事業（おもちゃ図書館－障害児童、保護者の交流の場）※１ 

（2）車椅子の貸出事業（希望者へ最長３箇月まで貸出） 

（3）福祉車両の貸出事業（車いす対応軽自動車２台、福祉バス１台）※１ 

（4）福祉有償運送事業（要介護、障害認定者の登録制、低廉にて移送） 

   ※１：共同募金配分金の対象事業です。 

 

3 共同募金配分金事業 

 赤い羽根共同募金や歳末たすけあい募金を原資に、高齢者・障害者の活動事業

の助成や福祉育成活動および生活困窮者への歳末義捐金配分を行います。 

（1）老人福祉活動（サロン運営支援、ゲートボール場整備助成、活動事業助成） 

（2）障害児者福祉活動（障害者健康増進事業、活動事業助成、） 

（3）児童・青少年福祉活動（母子父子家庭入学祝い児童遊園地遊具維持設置助成） 

（4）福祉育成・援助活動（ふれあい広場 11/20） 

（5）生活課題解決支援事業（災害見舞金事業、食料支援事業、） 

（6）歳末たすけあい配分事業（低所得世帯、施設入所者へ配分） 

（7）学生服リユース事業（不要な中学校の制服等の寄付を募り必要な方に配布） 
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４ 市受託事業 

 裾野市が行う地域福祉、在宅福祉事業について、市の施策、計画に基づき業務

を受託しています。 

（1）災害時要援護者避難支援計画作成事業（避難に他者の支援を必要とする方） 

（2）福祉総合相談「なんでも相談」事業（悩み事・心配事、弁護士の専門相談） 

（3）手話通訳者派遣事業（手話講習会、要約筆記者派遣含む） 

（4）家族介護者交流事業（講演会、交流会、勉強会、見学会、介護だより発行など） 

（5）介護予防事業（地区サロンや老クでの健康維持活動、介護予防ボランティア講

座、介護予防・日常生活支援総合事業での協議体支援） 

（6）老人福祉センター運営事業（施設維持管理、接客、老ク等送迎） 

（7）地域包括支援センター事業（介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、他） 

（8）サポートセンターしゃきょう事業（障害児者相談支援、福祉サービス利用計画） 

（9）障がい者自立支援協議会事務局事業（協議会運営） 

（10）成年後見制度推進事業（市民後見人講座終了者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 2 市 2 町広域実施） 

 

５ 障害福祉サービス事業 

 介護の必要な障害者の生活介護や、障害者や障害児に創作、生産活動等や生活

能力向上のための訓練や社会との交流を図る指導訓練を行います。 

（1）放課後等デイサービス『めだか』事業（障害児用放課後児童教室） 

（2）生活介護サービス『こじか』事業（18 歳以上、障害認定３以上の生活介護訓練） 

  

６ 介護保険事業 

 要介護者及び要支援者に訪問介護、居宅介護支援、通所介護サービスを提供し

ます。 

（1）ホームヘルプサービスセンター（訪問介護事業） 

（2）居宅介護支援センター（ケアマネジメント、プラン作成） 

（3）デイサービスセンター（通所型介護施設：いずみ荘、すやまホーム） 

            （認知症対応型通所施設：金沢いきいきホーム、） 

 


